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本資料は、健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ金融・栄養意見交換会の委員の皆様にご意見・ご協力をいただき、作成いたしました。
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アセットオーナーをはじめとする金融機関は、投融資先が抱える多様なリスクに対応し、責任ある投資を行うことが求められて
います。特に、食品関連事業者への投資においては、栄養課題への取組を重要な評価指標としてエンゲージメントを行うことで、
事業者の持続可能な成長と市場の活性化に貢献することができます。

栄養課題は、個々の食品関連事業者の持続可能性のみならず社会全体の持続可能性にも関わる点でシステミックリスクであると
いえます。「健康的で持続可能な食環境づくり」を進めて、活力ある持続可能な社会を実現させるためには、マルチステークホルダー
（産学官金等）で一体的な取組を推進することが重要です。金融機関の皆様には、この資料を食品関連事業者とのエンゲージメントや
ESG評価を行う際に参考として活用いただければ幸いです。

野村證券株式会社　金融工学研究センター長　太田洋子
En-CycleS 独立コンサルタント、日本サステナブル投資フォーラム（JSIF）　理事　岸上有沙
三菱UFJ銀行　執行役員　営業本部　ケミカル・ウェルビーイング部　部長　小杉裕司
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所　理事、国立健康・栄養研究所　所長　瀧本秀美
女子栄養大学　副学長　武見ゆかり（共同座長）
かんぽ生命保険執行役員　兼　運用企画部長　野村裕之
株式会社ニューラル　CEO、信州大学グリーン社会協創機構　特任教授　夫馬賢治（共同座長）
りそなアセットマネジメント株式会社　常務執行役員　責任投資部担当　松原稔

企業のサステナビリティ情報開示が世界中で進む中、
食品サプライチェーンの企業に対しては、栄養分野の
情報開示を求める動きが始まっています。大手機関
投資家は既に、具体的な栄養開示項目の特定や、食品
及び小売企業に対する投資先エンゲージメントも実行
しています。そして、気候変動などと同様に、国際公共
政策を動かすWHO（世界保健機関）や４年に一度の
「栄養サミット」でも機関投資家を積極的に巻き込む政策
が広がりをみせています。
今回策定した「食品関連事業者の取組に期待される
社会的インパクトと金融機関への期待～栄養課題に
対 す る 金 融 機 関 の 関 心 の 世 界 的 高 ま り ～ 」 は 、
厚生労働省主導の産学官等連携イニシアチブとして、
金融関係者と協働し、新たな栄養分野の潮流がもたらす
機会とリスクを理解していただけるよう、日本企業に
向けた指針を示すものとなっています。

栄養学的に適切で安全な食料へのアクセスは個人の基本的
人権であるとして、1992年、WHO（世界保健機関）と
FAO（国連食糧農業機関）が共催した国際栄養会議で、
飢餓の根絶と低栄養の改善をめざす「世界栄養宣言」が
参加各国に採択されました。それから30年以上経過した
現在もなお、世界には多くの栄養問題が存在し、日本も
また例外ではありません。
栄養課題の解決には、食品関連事業者による栄養学的に
優れた製品の開発と普及、すなわち健康的な食環境づくり
が不可欠です。ESGのS（社会）における重要な要素と
して”栄養”に注目し、これに取り組む企業の社会的・
経済的評価が適切に評価されることが必要です。
金融機関の皆さまにおかれましても、栄養改善をESG投資
の一環として捉え、その推進に貢献いただけることを強く
期待しています。
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※敬称略、氏名五十音順、所属・役職等は委員就任時当時のもの

今後に向けて5. 
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-留意事項-
・本資料の著作権は厚生労働省に属します。公表物等に使用する際は、出典等の記載を適切に行ってください。
・本資料に記載されているデータ、意見等は本資料作成時点で信頼できると思われる情報に基づき作成したものですが、その正確性、完全性、情報や意見

の妥当性を保証するものではなく、また、当該データ、意見等を使用した結果についてもなんら保証するものではありません。また、本資料に関連して
生じた一切の損害について、厚生労働省は責任を負うものではありません。

・本資料に記載している見解等は本資料作成時におけるものであり、経済環境の変化や相場変動、制度や税制等の変更によって予告なしに内容が変更
される場合があります。

- 発行日 -
2025 年 3 月 31 日

- 発行者 -
厚生労働省 健康・生活衛生局 健康課 栄養指導室
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受託事業者　株式会社 NTT データ経営研究所


